
令和８年度自動車運転業務 仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、自動車運転業務の遂行に適用するものである。受注者は、本仕様書の定めるところにより、安

全かつ確実に行うものとする。 

 

２ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 就業場所 

(１) 令和８年４月１日から令和８年５月６日まで 

北海道農政事務所本所 

北海道札幌市中央区南 22条西６丁目２番 22号 エムズ南 22条ビル 

(２) 令和８年５月７日から令和９年３月 31日まで 

北海道農政事務所本所 

北海道札幌市中央区北２条西 19丁目８番 札幌第４合同庁舎 

   令和８年５月に北海道農政事務所本所は札幌第４合同庁舎へ移転する。 

 

４ 業務時間等 

(１) 業務日 

行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休

日」という。）を除く日とする。 

(２) 業務時間 

８時 30分から 17時 15分までとする。 

ただし、12時 00分から 13時 00分は原則として休憩時間とする。 

なお、12時 00分から 13時 00分に休憩時間がとれない場合は、前後において計１時間の休憩時間をと 

るものとする。 

(３) 時間外運行管理時間 

発注者が指定する本業務を監督する職員（以下「監督職員」という。）が、休日及び前記の業務時間以外 

の時間（以下「時間外運行管理時間」という。）に業務（以下「時間外業務」という。）を指示した場合は、こ

れに従うこと。 

時間外業務を行った場合は、月末に監督職員の確認を受けた時間外運行管理時間に以下に定める基

準に基づき、発注者と受注者で合意する時間外業務料金単価表の単価を乗じて得た金額をもって請求

書を作成し、翌月請求するものとする。 

ア 時間外業務料金（平日の５時から８時 30 分まで及び 17 時 15 分から 22 時まで）請負代金額を令和８

年度の業務時間数（1,867.75 時間）で除した金額（以下「時間外運行管理業務基準額」という。）に

125/100を乗じて得た額以内の金額とする。 

イ 平日深夜時間運行管理業務料金（平日の 22時から翌朝５時まで） 

時間外運行管理業務基準額に 150/100を乗じて得た額以内の金額とする。 

ウ 休日時間運行管理業務料金（休日の５時から 22時まで） 



時間外運行管理業務基準額に 135/100を乗じて得た額以内の金額とする。 

エ 休日深夜時間運行管理業務料金（休日の 22時から翌朝５時まで） 

時間外運行管理業務基準額に 160/100を乗じて得た額以内の額とする。  

また、１か月における時間外運行管理業務、平日深夜時間運行管理業務、休日時間運行管理業務、

休日深夜時間運行管理業務の各々の時間数の合計に１時間未満の端数があるときは、30 分未満の端

数は切り捨て、30分以上は１時間に切り上げるものとする。 

なお、宿泊及び休日の時間外運行管理時間は次のとおりとする。 

(ア) 宿泊を伴う場合 運転業務実施時間（車中での待機時間を含む。）  

(イ) 休 日 の 場 合 運転業務実施時間（車中での待機時間を含む。）及び９（４）の交通費を伴う移動

時間 

(４) 契約期間内に、やむを得ない事情により運転業務者等の交代を行うときは、原則として 10 日以上前に

発注者へ報告を行い、引継ぎを十分に行うこと。 

 

５ 運転業務者等の要件 

運転業務者等とは、運転業務者、運転業務責任者、副運転業務者及び副運転業務責任者をいう。 

（１）から（４）までの兼務は認めない。 

（１） 運転業務者（運転業務に従事する者）１名 

ア 専任であること。 

イ 年齢は、令和８年４月１日現在で 62歳未満であり、健康状態に問題のないこと。 

ウ 受注者に直接雇用される者であり、令和８年４月１日時点で、受注者の下で６か月以上の勤務歴があり、

かつ、運転業務歴が９か月以上あること。   

エ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号。）第 103 条第１項第１号から第４号に定める疾病等に該当しな

い者であること。又は、見積依頼日から遡って３年以内に、同条に定める免許取消、免許停止などの行政

処分を受けていないこと。 

オ 北海道において、１年以上の自動車（貨物自動車を含む）運転を業務として行った実務経験を有する

者であること。 

（２） 運転業務責任者（令和８年度自動車運転業務を統括管理する者）１名 

受注者に直接雇用される者であり、受注者が実施する安全運転講習を令和８年４月１日から遡って１年 

以内に受講していること。 

（３） 副運転業務者（運転業務者が不在の際、運転業務に従事する者）１名以上 

   上記（１）運転業務者と同じ。（ただし、アを除く） 

（４） 副運転業務責任者（運転業務責任者を補佐する者）１名 

受注者に直接雇用される者であり、受注者が実施する安全運転講習を令和８年４月１日から遡って１年以

内に受講していること。 

履行期間の途中で運転業務者等を変更するときは、変更の時点で各要件を満たす者としなければなら 

ない。 

 

 

 

 



※受注者は、本業務履行前に、運転業務者等の要件を満たすことを証明するため次の書類を提出すること。 

 

運転業務者 

ア 運転免許証の写し 

イ 受注者から直接雇用されていることがわかる書類（受注者が証明するものは該当しない） 

ウ 健康診断書（提出する日から１年以内に作成されたもの） 

エ 運転記録証明書 

オ 運転業務歴を証明する書類 

運転業務責任者 

ア 受注者から直接雇用されていることがわかる書類（受注者が証明するものは該当しない） 

イ 安全運転講習受講証明書 

副運転業務者 

ア 運転免許証の写し 

イ 受注者から直接雇用されていることがわかる書類（受注者が証明するものは該当しない） 

ウ 健康診断書（提出する日から１年以内に作成されたもの） 

エ 運転記録証明書 

オ 運転業務歴を証明する書類 

副運転業務責任者 

ア 受注者から直接雇用されていることがわかる書類（受注者が証明するものは該当しない） 

イ 安全運転講習受講証明書 

 

６ 使用管理車両  

(１) 車種、年式及び車両登録番号  

ア 令和６年式ホンダフリード ６AA-GB８ 札幌 504ほ 6890 

イ 令和７年式ニッサンセレナ ６AA-SNC28 札幌 504む 3069 

    ウ レンタカー 

    ただし、３台を同時に運転しない。 

(２) 発注者が点検、修繕及びその他の事情等により上記（１）の車両(以下「当該車両」という。）を変更する場

合は、相当の期間を設け、事前に受注者に通知することにより、当該車両を変更することができるものとする。 

(３) ウ レンタカーについては、仕様書 10(1)ア～エに定める費用は発注者が負担する。 

 

７ 業務の内容 

(１) 当該車両の運転業務を行うこと。 

(２) 当該車両の管理業務を行うこと。 

(３) 運転業務者は、運行前及び運行後に使用車両の点検を行うこと。 

なお、異常があるときは直ちに報告すること。 

(４) 運転業務者は、当該車両の車内外の清掃を定期的に行い、常に清潔な状況を保つこと。発注者の指示 

により別途発注者が契約する「令和８年度官用自動車洗車等業務」の受注者の洗車場まで当該車両を運転

し、洗車の上帰庁すること。 

運転業務者は、必要に応じ、指示された方法により燃料の補給を行うこと。 



(５) 運転業務者は、「自動車等使用伺い・運行記録」の記載を行い、発注者が指定する管理者の承認を得る 

こと。 

(６) 運転業務者は、受注者が用意した身分を証明する名札を常に携行すること。 

 

８ 業務遂行における義務等 

(１) 運転業務者は、いかなる場合であっても、法令・法規等を遵守し、安全運転に努めなければならない。 

(２) 使用する車両の管理については、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本業務以外の目的に 

使用してはならない。 

(３) 運転業務者は、車両を離れるときは施錠を確実に行い、盗難防止のための措置を講じるなど、車両の管 

理について、善良なる管理者の注意をもって行うこと。 

(４) 当該車両は、指示された場所に駐車すること。 

(５) 運転業務者は、必要に応じ、指示された場所で待機すること。 

契約期間中に知り得た情報は、契約期間中はもとより、契約終了後においても、第三者に漏らしてはなら 

ない。 

(６) 宿泊を伴う業務については、発注者の指定する宿泊施設を利用するものとする。 

 

９ 業務履行に伴う諸費用 

業務の履行に伴い発生した次の費用は、発注者の負担とする。 

(１) 有料道路通行料 

(２) 駐車料 

支払は運転業務者が立て替えることができるものとし、受注者は、４(３)で定める時間外運行管理時間に 

係る料金と共に発注者に請求するものとする。 

(３) 燃料費 

(４) 洗車・清掃等に伴う消耗品及び別途発注者が契約する洗車業務料金 

(５) 宿泊を伴う業務における宿泊料、交通費等 

本業務の履行に伴う宿泊料、交通費等は実費額を支払うものとする。ただし、オプションによる食事等は 

含まない。なお、支払は運転業務者が立て替えるものとし、受注者は、４(３)で定める時間外運行管理時間に

係る料金と共に発注者に請求するものとする。また、交通費の起点及び終点は、原則として就業場所とする。 

(６) 車検等法定点検 

(７) その他修理に要する費用 

経年劣化等による修理の費用は、発注者に負担とする。ただし、運転業務者の責による場合の修理費は、

受注者の負担とする。 

 

10 事故の措置等 

(１) 受注者は、事故等に備え、当該車両に対し、次により任意保険に加入することとし、その費用を負担する

こと。 

ア 車 両   時価 

イ 対 人   無制限 

ウ 対 物   無制限 

エ 搭乗者   １千万円以上 



なお、年度途中において、当該車両の変更がある場合は、任意保険の契約変更を行うものとする。これに

より請負金額に変更が必要な場合は発注者と受注者間で協議の上で決定する。 

(２) 運転業務者は、事故が発生した場合は法令に定められた処置を行うとともに、直ちに報告しなければなら 

ない。 

(３) 事故に伴い発生する賠償責任及び処理は、受注者の責任において対処すること。 

(４) 受注者は前項の処理を行う場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。 

(５) 事故に伴い当該車両を使用できない期間が発生した場合は、受注者の責任において代替車両を用意す 

るものとする。 

(６) 受注者は、(１)の任意保険に加入したことを証明できる書類を速やかに提出すること。 

 

11 運転業務責任者等の連絡体制の構築 

(１) 運転業務責任者は、本業務の責任者であり、監督職員からの指示を受け運転業務者に指示する任務に 

当たるほか、運転業務者に対する日常の指揮命令を行うこと。また、本業務について運転業務責任者は、運

転業務者から報告を受けさらに監督職員へ報告を行うこと。 

(２) 受注者は、業務の円滑な遂行のために、本業務開始までに監督職員と運転業務責任者との間に連絡体 

制を構築するとともに、監督職員からの指示に対応できるよう運転業務者との間で連絡体制（携帯電話、メ

ール等）を構築すること。また、本業務履行前に、当該業務に携わる全員の連絡体制等が分かる書類を提

出すること。 

 

（運転業務に関する指示、報告） 

指示                   指揮命令 

北海道農政事務所 

監督職員 

 
運転業務責任者 

 
運転業務者 

報告                    報告 

12 法令等の遵守 

受注者は業務の遂行にあたって、請負契約書によるほか、道路交通法（昭和 35年法律第 105号）、労働基

準法（昭和 22年法律第 49号）、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）、最低賃金法（昭和 34年

法律第 137号）、その他関係法令を遵守し、安全な運転業務の履行に努めなければならない。 

 

13 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)  

（１） 環境関係法令の遵守 

受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）を遵

守するものとする。 

（２） 環境関係法令の遵守以外の事項 



受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様

式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出する

こと。なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れると

ともに、ア～カの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。 

 

14 その他 

(１) 受注者は、業務を遂行する上で必要な一切の手続を受注者の負担で行うこと。 

(２) 運転業務者等が本業務を実施するために必要な居室・電気・ガス・上下水道及び日常点整備用具等の 

使用については無償とする。 

(３) 就業場所までの通勤方法は任意とするが、通勤に要する交通費、駐車場代は受注者の負担とする。 

(４) その他、本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、 これを定め 

るものとする。 

  

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、

不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クー

ルビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管

理並びに作業安全に努める。 

 



様式 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討

する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携す

る）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガス

の過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施

している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用

して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達するこ

とに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調

達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その

他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の

記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめ

な管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に

努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 



・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーにつ

いて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の

記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な

照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準と

なる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適

切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できる

よう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 
☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その

他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆肥

製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的

に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに

努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に

清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

  



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙な

どの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託するこ

とも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に

従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう

努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう

努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関

連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

  



カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適

切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 

－民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関係す

る事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、も

しくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュ

アル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努

めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定

期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安

全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 


